
茨城県消費者基本計画（第３次）の概要 
 

  

 
○計画策定の趣旨 

消費者を取り巻く環境の変化や消費者ニーズに対応した消費者政策を総合的かつ計画的に推進する。 
○計画の性格 

消費生活条例第５条第１項に基づく消費者施策の推進に関する基本的な計画であるとともに，茨城県総合計画の部門別計画である。  
消費者教育推進法第１０条で定める県消費者教育推進計画としても位置づける。 

  ○計画の期間 
   平成２８年度～平成３２年度（５年間） 

 
 

                          ※アンダーラインは重点項目 

 
 
 
 
 

基本方針１ 

安全・安心な 
消費生活の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針２ 

消費者被害の 
未然防止・救済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針３ 

消費者の自立の支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針４ 

多様化・複雑化する 
消費者問題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

基本方針５ 

環境に配慮した 
消費生活の推進 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連項目 

(１)商品・サービスの安全 
性の確保 

(２)食品等の安全性の確保 
(３)規格・表示・計量の 

適正化 
(４)事業者指導の実施 

【関連施策３４】 

関連項目 

(１)消費者被害の未然防止 
(２)消費生活相談体制の 

充実 
(３)消費生活相談員等の 

育成 
(４)消費者問題の早期解決 

【関連施策１８】 

関連項目 

(１)消費者ニーズの把握 
(２)消費者への情報発信 
(３)消費者教育の充実強化 
(４)多重債務問題への対応 
 
   

【関連施策２０】 

関連項目 

(１)消費者の特性に応じた 
被害防止・救済のため 
の支援 

(２)高度情報通信社会への 
対応 

  
【関連施策２０】 

関連項目 

(１)地球温暖化防止活動の 
推進 

(２)循環型社会の形成 
(３)水環境にやさしい 

ライフスタイルの推進 
(４)環境学習の推進 

【関連施策１４】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

重点項目１ 

食品等の安全性の 
確保 

 

重点項目２ 

事業者指導の実施 
 

 

重点項目３ 

消費生活相談 
体制の充実 

 

重点項目４ 

消費者教育の 
充実強化 

 

重点項目５ 

消費者の特性に 
応じた被害防止・ 
救済のための支援 

 

重点項目６ 

地球温暖化防止 
活動の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・食品営業施設等の 
監視・指導 

・輸入食品の試験 
検査 

・エコ農業の推進 
・地産地消の推進 

等 

【関連施策１２】 

・他都道府県との 
連携強化 

・サイバー犯罪監視 
 体制の強化 

等 
 

 
【関連施策５】 

・市町村消費生活 
相談支援員の配置 

・消費生活センター 
 の周知 
・弁護士・一級建築 

士と連携した相談 
対応     等 

【関連施策９】 

・消費者教育の担い 
 手育成 
・消費者教育講師等 

の派遣 
・危険ドラッグ等に 
 関する知識の普及 

啓発 新    等 

【関連施策１１】 

・高齢者等見守り 
活動の促進 新  

・障害の特性に配慮 
した相談対応 新  

・外国語による情報 
提供，相談・救済 
新      等 

【関連施策１５】 

・いばらきエコスタ 
イルの推進 

・エコチャレンジの 
 推進     

 等 
 

 
【関連施策６】 

 
   

  
○計画の推進体制 

消費生活行政連絡会議（関係36課所で構成）において，課題  
検討や情報交換等を行う。 

       
○計画の進行管理 

    毎年度，消費者施策の進捗状況等を評価・公表する。  
・消費生活行政連絡会議での検証・評価 
・消費生活審議会への報告 

    ・県民への公表 
 

※社会経済情勢の変化等を踏まえ，必要に応じて計画の見直しを 
行う。 

 
 
 
 
 

消 費 者 庁 

○消費者被害・製品事故 
  情報等の一元化 
 ○地方自治体への支援 

 

 

 
 

 支援 
 
事故情報 
等の通知 
 

市 町 村 

 ○消費者からの苦情・相談 
   への対応 
 ○消費者への情報発信 

 
 
 
 
 

 
                         支援           支援            
               連携                               連携 

 
 
 
 
 

茨 城 県 

 ○消費者への情報発信 
 ○専門的・広域的な相談への対応 
 ○市町村への支援 
 ○消費者団体等の活動支援 

 
 
 

連携  連携 
 

     
    

設定指標数：１８指標 

                               連携 
連携                                     

                       支援 

主 な 指 標 名 H26 基準値 H32 目標値 

・食の不安を感じる県民の割合 
・消費者教育講師等派遣事業の受講者  

数（年間）  
・市町村消費生活センター等における  

消費生活相談の受付割合  
・消費生活に関する高齢者等見守り  

活動を実施している市町村割合 
・１人１日当たりのごみ（一般廃棄物） 

排出量  

    79.8％ 
   9,298名 
 
    75.1％ 
 
    15.9％ 
（7市町村） 
   1,005ｇ 
（H25値） 

  50％未満 
  12,000名 
 
    85.0％ 
 
     100％ 
（44市町村） 

919ｇ 
 

 
 各 種 団 体 

○地域における消費者教育，環境 
保全活動などの推進 

 ○消費者への情報発信 
 ○授業等における消費者教育 
 ○高齢者等見守り活動の実施 

 
 
 

弁護士会・建築士会等 
 
 ○専門的な相談等へのアドバイ

スの実施 
 ○多重債務問題への対応 

 
 
 
 
 
 

 
 

第１章 計画策定の基本的な考え方  

第２章 消費生活をめぐる現状と課題  

○消費者を取り巻く環境の変化 
 ・高齢者の消費者被害の増加（悪質商法，ニセ電話詐欺等） 
 ・インターネットに関する消費者被害の増加（架空請求等） 
 ・食の安全に対する不安の増大（異物混入，偽装表示等） 
 ・多重債務問題の深刻化（生活再建，ヤミ金融問題等） 
 ・環境問題の深刻化（地球温暖化，ごみ処理問題等） 

○消費者行政の動向 
 ・国の消費者基本計画（H27～H31）の策定 

・消費者教育推進法の制定（県の責務・義務等を明記） 
・特定商取引法の一部改正（訪問購入に対する規制導入） 
・景品表示法の一部改正（都道府県知事の権限強化） 
・消費者安全法の一部改正（消費生活センター条例整備） 

第３章 消費者政策の基本方針と展開  

第４章 関係機関・団体との連携強化  第５章 計画の推進体制と進行管理  

数値目標の設定  

      


